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織田勝久 

 まず、本市の財政状況についてお伺いをしたいと

思います。私ども議会の立場から見ておりますと、

どうもやはり気がかりなのは、財政再建団体に転落

する危機に瀕している本市の財政と、そういう過大

とも思われるようなアナウンス効果、そういうもの

があるのではないかということです。 

 そこで、市長にお伺いをさせていただきますが、

現在の本市の財政状況をどのように認識されている

のか。そして、仮に本市が財政再建団体に転落をす

る、これは標準財政規模の 20％を超える、600 億円

ものいわゆる税収不足という事態が起きるという大

変な状況になるわけですから、少なくてもこの川崎

市域、年間約１兆 1,000 億円もの税収が上がってい

るこの川崎市で、もし財政再建団体に本当に転落を

する、そういうことがあれば、全国 3,300 自治体は

どこも立ち行かなくなるのではないかと思うわけで

ございます。本市が財政再建団体に転落する可能性

が本当にあると思われるのかも、あわせてお伺いを

いたします。 

 

市長（阿部孝夫） 

 財政状況についてのお尋ねでございますけれども、

昨年７月に公表いたしました、今後５年間の収支見

通しの中では、このままの財政運営を継続した場合

には財政赤字が累積し、平成 18 年度以降には財政再

建団体に転落する危険性があると分析いたしました。

そして、それを踏まえまして昨年９月には行財政改

革プランを作成し、それに基づいて、転落の回避に

向けた取り組みを進めてきたわけです。その結果、

平成 15 年度予算におきましては、内部改革を中心と

いたしまして、行財政改革の目標といたしました

130 億円を上回る 144 億円の成果をおさめたところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
です。また、先月、平成 16 年度予算編成方針ととも

に公表いたしました今後５年間の収支見通しでは、

収支不足額は合計で 3,000 億円ということで、昨年

度公表を行いました額と比較いたしまして 100 億円

の減となっているところでございます。これは、こ

れまでに行った行財政改革の成果の一部が後年度に

及ぶ効果として収支上反映されております一方にお

いて、せっかく成果を出したにもかかわらず、市税

収入もやはり昨年度の見通しを下回るということに

なってしまった結果です。 

 こういう状況の中で、９月 26 日に内閣府が発表し

ました平成 15 年度の経済成長率は、設備投資の拡大

などの要因により上方修正されておりまして、今後、

本市の市税収入にも影響があるものと期待されると

ころです。しかしながら、景気の回復につきまして

は、最近の急速な円高などの懸念材料もありまして、

さらに三位一体の改革の行方など、不透明な要素も

多くありますので、本市の財政状況は依然として厳

しい状況にあるものと考えております。また、減債

基金からの借り入れが必要な状況は相変わらずでご

ざいまして、財政再建団体への転落の可能性はなお

否定できないところです。これは、歳入構造がいい、

悪いの問題ではなくて、歳入構造がよくても支出の

構造が悪ければそういうことになるわけでして、そ

こが一番重要なポイントであります。今後とも、行

財政改革プランに基づく取り組みを継続する必要が

あるものと認識しているところでございます。 
 
織田勝久  

 ６月に例の閣議決定されました骨太の方針第３弾

の中では残念ながら三位一体改革の推進によって、

不交付団体の人口割合を大幅に引き上げていく、そ

ういうことが目標として掲げられています。その意

味で、本市が来年度も財源が不足するにもかかわら

ず、再び不交付団体になるという可能性があるわけ

です。 

 まだまだこの川崎市域、地域に経済力、財政力が

ある、そのように私は認識をしておりますが、本市

の場合は、やはり国からの税財源の移譲ということ

が一番手っ取り早い財政再建の早道になるというこ

とは自明のことであると存じます。税財源一体の移

譲につき、今後の市長の一層の熱意ある取り組みと

いうものを強く要望しておきたいと思いますが、一

言、市長、決意をお伺いしたいと思います。 

 

市長（阿部孝夫） 

 現在、収支不足を埋め合わせている大きなものと

して、財政対策債というのがあります。結局、基準

財政需要額算入の中で、税金にかわるものとして借

金が認められているという構造ですので、少なくと

もその分については、税源移譲によって市の財政と、

直接税金で入ってくるような構造に転換させること

が重要であると思っております。したがいまして、

歳出面について改革を進める一方において、御指摘

のとおり、財源の確保、しかも税源の確保について

積極的に努力しないといけない。そのように思って

おります。以上でございます。 

 

 

 

織田勝久 

 私も個人的には行革プランの方針、とにかく後世

に負担を残さない、そういう大きな方針は賛成です

し、積極的に財政を支出していく、いわゆる積極財

政論者では決してございませんが、しかし、本当に

必要な事業によっては、起債という方法でその対策

を考えていく方法もあってもいいのではないかと、

これは本当に私見でございますが、思うところです。 

 次に参ります。次期総合計画について伺います。

策定に当たっての基本的４つの視点と、重点戦略プ

ランを策定するとの方針は一応理解はしたつもりで

はございますが、残念ながら、なかなか具体的なイ

メージというものがつながりません。そこでまず、

総合企画局長にお伺いいたしますが、計画策定に当

たっての４つの基本的視点について、もう少し具体

的にお示しをいただきたいと思います。 

 

総合企画局長（北條秀衛） 

 新たな総合計画策定に向けた基本的視点の具体的

イメージについての御質問でございますが、基本的

視点のねらいといたしましては、まず、地域経営の

視点は、限りある財源や資源を有効に投入しながら、

施策体系の再構築、既存施設、地域資源の有効活用

を図ることにより、最大の効果を発揮し、さらに、

地域への波及効果や効果的な経済循環までを重視し

た計画とすること。重点的、戦略的な取り組みは、

重要、喫緊な課題に対する施策を達成目標や手法を

具体的に示し、確実な実行を見込んだ計画とするこ

と。市民の実感は、計画の策定の段階から市民の方々

の主体的参加をお願いして、市民の視点や感覚に立

ち、身近な暮らしの向上により、市民と一体となっ

た取り組みの成果、効果を、市民の実感として共有

できる計画とすること。幅広い議論と参加は、計画

策定委員会や市民会議を初め、タウンミーティング

やインターネットによる意見募集など、多様な手段

による議論と参加を踏まえた計画とすること。こう

いったことを目指しているものでございます。 

 

織田勝久 

 現在の総合計画である川崎新時代 2010 プラン、こ

れは基本構想、基本計画、そして５年ごとの中期計

画の、いわゆる３層構造で構成をされているわけで

す。新たな総合計画の構成と、またそれぞれの役割

との関係について、総合企画局長にお答えをいただ

きたいと思います。 

 

総合企画局長（北條秀衛） 

 新たな総合計画の構成についての御質問でござい

ますが、現在の総合計画は、長期的な都市像実現の

方向性を示す基本構想に、これを実現するために必

要な施策の基本方向をあらわす基本計画、さらに、

基本計画を実施するための５年間の中期計画の３階

層で構成されております。 

 新たな総合計画では、社会環境が急速に変化する

中で、こういった新しい時代環境に的確に対応した

市民主体の市政運営をタイムリーに、また効率的、

効果的に進めることが求められていることを踏まえ、

基本構想につきましては、長期的な展望を踏まえな

がらも 10カ年程度のプランを的確に打ち出してい

く予定でございます。また、基本構想及び新たな施

策・事業体系を踏まえた重点戦略プランにつきまし

ては、重点的、優先的に取り組むべき施策について、

３カ年程度を計画期間として、具体的な取り組み内

容や達成目標、実現手法を明示したものを作成する

ことを予定しております。以上でございます。 

 

織田勝久 

 来年４月をめどに計画素案を取りまとめるという

作業日程の割には、どうも総合計画の中身と、また

基本的な方針、また分野別の計画課題、さらには本

庁各局の個別の課題と分野別の課題を、どのように

整合性を持たせていくのか、また、従来とは全く異

なる構成の総合計画となるのか、現在、残念ながら

よく整理をされていない現状だという印象は免れま

せん。 

①①①本本本市市市ののの財財財政政政状状状況況況   

 

  

  

 10 月 2日に、以下の点につきまして、質しました。 

  ①本市の財政状況 

  ②次期総合計画の基本的なイメージ 

  ③有馬・野川地区市民館、図書館分館の建設問題 

  ④区長権限と地域課題調書のあり方 

  ⑤わくわくプラザの改善 

平成 15 年度 市議会 第４回定例会（9/2-10/7）報告 

②②②次次次期期期総総総合合合計計計画画画ののの基基基本本本的的的イイイメメメーーージジジ   

 

2003 年 10 月号 

●スタートは市民のみなさんの意見からです。 
 情報やご意見をどんどんお聞かせください。 

●もっともっと「宮前市民」を主張します。 
 宮前区民の皆さんや役所の皆さんと一緒に政策

（条例）をつくります。 

●宮前区にくらす生活者の視点で問題を徹底

的に調べます。 
 とにかく歩きます。見ます。調べます。 

●清潔な政治を断行します。 
 「利益誘導」型の政治システムを改革します。 

●情報公開、情報提供をおこないます。 
 議員の調査権を最大限活用して、しっかり情報提

供します。 

私の約束です。 

平成 15年度市議会第４回定例会での質疑の概要をご報告いたします。 
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 いよいよ近く公募の市民による市民会議がスター

トするとのことでございますが、それでは、市民の

声をどのように総合計画に反映させていくつもりか、

総合企画局長にお伺いをいたします。 

 

総合企画局長（北條秀衛） 

 新たな総合計画策定における市民の声の反映につ

いての御質問でございますが、市民の幅広い参加と

議論を重視した計画づくりを進めていくために、市

民の方々の御意見を広く取り入れる仕組みが重要で

あると考えております。そのため、まず計画策定の

体制として、市民の方々が主体的に参加していただ

く市民会議で議論をお願いするとともに、より幅広

い御意見をいただくために、節目節目には議会の皆

様へ御説明するとともに、タウンミーティングを開

催し、さらに新たな試みといたしまして、インター

ネット上に計画策定サイトを設けるなど、多様な手

法を活用してまいります。 

 

織田勝久 

 次に、次期総合計画策定に当たりまして、議会の

承認手続はどのようになるのか、これについてお伺

いをしたいと思います。地方自治法の第２条４項の

規定により、基本構想については議決が必要と定め

られているわけです。しかし、従来の基本構想は、

本当に大まかな方針や理念が述べられているだけで

すから、むしろ、具体的な計画課題とアクションプ

ログラムがより重要になると考えます。そこで伺い

ます。議会の関与をどこまで想定しておられるのか。

さらに、議会が関与を深め、議会と行政が一体とな

って実を上げるために、次期総合計画を議会の議決

事項にするということを提案をいたしたいと思いま

すが、総合企画局長にお伺いをいたします。 

 

総合企画局長（北條秀衛） 

 新たな総合計画策定作業における議会の皆様への

御説明についての御質問でございますが、ただいま

御指摘のように、今回策定をいたします新たな総合

計画のうち、基本構想につきましては議会にお諮り

をしてまいります。また、その他の施策、事業体系

や重点戦略プランにつきましても、議会の皆様に十

分に御説明を申し上げ、確認をしていただきながら

策定作業を進めてまいりたいと考えております。 

  

 

 

織田勝久 

 地域課題解決のケーススタディーとして、我が宮

前区の仮称有馬・野川地区市民館・図書館分館問題

を取り上げたいと思います。1986 年に「2001 かわさ

きプラン第２次中期計画」の９館設置構想以来、多

くの市民の皆さんの意見集約がなされ、また、積極

的に多くの市民の皆さんが議論にかかわってこられ

た経過があります。分館づくり推進協議会を経て、

分館づくり推進委員会が 2000 年度基本構想の策定、

また 2001 年度基本計画の策定と、区役所とのパート

ナーシップ事業として進んでまいりました。約７億

7,000 万円の事業規模との試算がまちづくり局でな

されているとも伺っております。 

 しかし残念ながら、現在、行革プランで新規事業

という形で凍結をされています。区民の要望は高く、

また、社会教育施設など公共施設が本当に貧困地域

であります宮前区の現状から、当然区役所も重要な

課題と認識しているわけですが、しかし、これも残

念ながら、本年度の宮前区の課題調書から漏れてし

まったわけでございます。行革プランでは凍結をさ

れてはいるものの、本件は地域の最重要の課題です。

次期総合計画の中で果たして見直されるのか、事業

として位置づけられるのか、その予想される対応に

ついて、市長にお伺いをいたします。 

 

市長（阿部孝夫） 

 仮称有馬・野川地区市民館・図書館分館の整備に

ついてのお尋ねでございますけれども、この仮称有

馬・野川地区市民館・図書館分館につきましては、

行財政改革期間に整備手法を含め費用対効果等を検

討するという扱いをしているところです。事業とし

ての位置づけ等につきましては、市民の声を反映し

た新たな総合計画策定作業の中で検討することにな

ろうかと考えております。 

 なお、今度の総合計画が従来のものとどう違うか

ということでありますけれども、一番大きい違いは、

財政が少しずつ右肩上がりで伸びていくという時代

ではなくて、横ばいないし減っていくような、そう

いう時代の計画になるということが基本的な違いに

なろうかと思っております。以上でございます。 

 

 

 

織田勝久 

 次に参ります。区役所と区長権限の強化について

お伺いをいたしたいと思います。次期総合計画の計

画課題の実施については、当然、今まで以上に行政

区の役割が重要になることと思います。区役所と区

長の権限の強化についても十分御検討いただきたい

と存じます。区役所機能の強化の面では、区が自前

で地域課題を把握、そして精査する、そして解決策

を立案し、決定し、執行し、そしてその後、しっか

りとそれを評価をしていくという一連のシステムの

確立が必要であると思います。また、区長権限の強

化としては、地域課題解決に向けた区独自の予算要

求を区長がしっかりと行うことができるかが、やは

り一番重要なポイントと考えております。 

 初めに、本年度、区役所で作成しました地域課題

調書について伺います。策定に当たり、どのように

区民の意見を取りまとめられたのか。地域課題調書

については、区はそれらの課題をどのように評価を

行い、さらにどのように優先順位をつけたのか、市

民局長にお伺いをいたします。 

 

市民局長（大木稔） 

 地域課題調書についての御質問でございますが、

今年度から区要望反映システムを拡充して、区役所

が地域の課題に、より積極的に取り組み、関係局と

協働して解決していく新しい仕組みとして、地域課

題調書の策定を行ったところでございます。地域課

題調書の策定に当たりましては、各区ごとにこれま

で寄せられた区民からの要望、地域団体やまちづく

り推進組織などで提示された意見などの蓄積がござ

いますので、これをもとに策定したものと伺ってお

ります。 

 次に、区における地域課題の評価及び課題の順位

づけの方法についてですが、今年度は試行的に取り

組んでいるところから各区ごとにばらつきはござい

ますが、区政推進会議などの意見も伺いながら区長

が主体的に判断し、策定したものでございます。今

後は、より一層区民の声を反映する仕組みなどにつ

いて検討してまいりたいと考えております。 

 

織田勝久 

 次に、地域課題調書について、区役所と本庁部局

との関連についてお伺いをいたします。このように

策定された地域課題調書は、今後、来年度の予算に

反映がされていくわけでございますが、例えば、区

の地域課題と本庁との考え方が異なる、そういうケ

ースもあろうかと思います。そのような異なった場

合、一体どのように調整をされるのか、これは財政

局長にお伺いをいたします。 

 

財政局長（楜澤孝夫） 

 区要望についての御質問でございますが、来年度

の予算編成におきまして区要望制度の充実を図り、

各区でとらえている地域課題に対応するため、試行

的に区から直接予算要求を受けることとしたもので

ございます。区が予算見積書を提出するに当たって

は、十分関係局と意見交換をするとともに、関係局

の意見を付して提出をお願いしているところでござ

いますので、その段階では一定の調整がされるもの

と考えております。しかしながら、事業の選択に当

たりましては、関係局と区における視点の相違が生

じることもございますので、その場合には、今後行

われる主要課題調整などの場で議論し、総合的に判

断してまいりたいと考えております。 

 

 

織田勝久 

 予算編成過程において、しっかりと行政区、区役

所と本庁部局の協議、調整のできるシステムの構築

をぜひともお願いいたしたいと思います。 

 次、わくわくプラザについてお伺いをいたします。

放課後の子どもたちが安心して遊べ、生活できる場

所としてのわくわくプラザ事業は、全国的に本当に

注目をされている、本市の誇るべき健全児童育成事

業だろうと思います。文部科学省で動き出した子ど

もの居場所づくり新プランや地域子ども教室推進事

業にも、この本施策の影響の大きさが見てとれるわ

けでございまして、そういう意味では、このプラザ

事業の一層の充実発展を強く願う立場でございます。

私の住んでおります宮前区、本当に大規模校が集中

をしておりますが、やはり一番の問題は狭隘な施設

だろうと思います。どのような取り組みをされてい

るのか、市民局長にお伺いをいたします。 

 

市民局長（大木稔） 

 わくわくプラザについての御質問でございますが、

利用人数の多い学校の施設整備につきましては、学

校及び教育委員会と協議を進めているところでござ

います。宮前区にございます富士見台小学校につき

ましては、障害のある児童が安心して利用できるよ

うに、洋式トイレへの改装を実施いたしました。ま

た、ＰＴＡ及び学校の御協力をいただき、これまで

の２つのプラザ室に加え、ＰＴＡ活動に使用してい

た部屋を３つ目のプラザ室として使用できるように

御配慮いただき、現在、部屋の改装等の準備を進め

ているところでございます。以上でございます。 

 

織田勝久 

 引き続き、施設整備への取り組みをお願いしてい

きたいと思います。 

 さて、ここで１点、要望をさせていただきます。

やはり現場の責任者でありますスタッフリーダー同

士が、子どもたちの情報交換や事務連絡の引き継ぎ

等に支障を来している現状は看過できません。改善

のため、週１回は現場でともに勤務できるような運

用的改善を図っていただきたい。さらに、スタッフ

の配置についても、最低週５日働けるよう、また、

特に過大規模校についてはスタッフリーダーの複数

勤務制を導入して、子どもや父母とのかかわりを緊

密にできるよう御検討いただきますよう、特段の御

配慮をお願いしておきます。次代を担う子どもたち

の健全な育成を心から願い、施策の充実を強く求め

ておきます。 

  

 

 
③③③有有有馬馬馬・・・野野野川川川地地地区区区市市市民民民館館館・・・図図図書書書館館館分分分館館館ののの建建建設設設問問問題題題  

④④④区区区長長長権権権限限限ととと地地地域域域課課課題題題調調調書書書のののああありりり方方方  

⑤⑤⑤わわわくくくわわわくくくプププラララザザザののの改改改善善善  

○ご意見・ご要望をお寄せください 

 宮前区をめぐる生活情報の交換をし 

ながら、宮前区のまちづくりについて、 

どうぞご意見をお聞きかせください。 

少人数の集まりでも喜んでお伺いいた 

します。ご意見・ご要望は、メール 

（oda@odakatsu.com）または FAX 

（854-0012）までお寄せください。 


